
（平成２５年１月２３日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 27 件

厚生年金関係 27 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 10 件

厚生年金関係 10 件



                      

 

神奈川厚生年金 事案 8149 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 28 年８月 13 日から 30 年２月 18 日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における被保険者記録のうち、資

格喪失日（28 年８月 13 日）及び資格取得日（30 年２月 18 日）に係る記

録を取り消し、当該期間の標準報酬月額を 28 年８月から 29 年４月までは

8,000 円、同年５月から 30 年１月までは１万円とすることが必要である。

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和６年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 28 年２月１日から同年７月１日まで 

           ② 昭和 28 年８月 13 日から 30 年２月 18 日まで 

           ③ 昭和 30 年８月１日から同年 11 月１日まで 

  私は、昭和 28 年２月１日から 30 年 10 月 31 日までの期間において、

Ａ社でＢ職として継続して勤務していた。しかし、厚生年金保険の記録

では、申立期間①から③までに係る記録が無い。資料は無いが、給与か

ら厚生年金保険料を控除されていたので、調査の上、記録を訂正してほ

しい。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

よると、申立人は、昭和 28 年７月１日に被保険者資格を取得し、同年８

月 13 日に同資格を喪失後、30 年２月 18 日に再度資格を取得しており、

当該期間の被保険者記録が無い。 

 しかしながら、Ａ社は、「資料が無いため、申立人の入社日及び退職日

を確認することができないが、申立人が３年ぐらい勤務していたことは間

違いない。」と回答している上、複数の同僚が、「申立人は在職中、ずっ

とＢ職であった。」と供述していることから、申立人が、申立期間②にお

 

  



                      

 

いて、Ａ社でＢ職として継続して勤務していたことが認められる。 

  また、上記被保険者名簿によると、申立人と同様に、Ｂ職として勤務し

ていた複数の同僚の被保険者記録は、申立期間②において継続しているこ

とが確認できる。 

  さらに、複数の同僚が、「申立人の被保険者記録が継続していないこと

について、思い当たる事情は無い。」、「一旦退社して再度入社したＢ職

は記憶に無い。」と供述している。 

  これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間②の標準報酬月額については、昭和 28 年７月及び 30 年

２月のＡ社における申立人の社会保険事務所（当時）の記録から、28 年

８月から 29 年４月までは 8,000 円、同年５月から 30 年１月までは１万円

とすることが妥当である。 

  なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は、「資料が無いため不明。」と回

答しているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が

提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録すること

は考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失

及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る昭和 28 年８月から 30 年１月までの保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

  一方、申立期間①について、申立人は、昭和 28 年２月１日からＡ社に

勤務していたと主張している。 

  しかしながら、複数の同僚に照会したものの、申立人の入社日を確認で

きる具体的な供述等を得ることはできなかった。 

  また、上記被保険者名簿によると、申立人がＢ職の先輩として挙げた同

僚の資格取得日は、申立人と同日の昭和 28 年７月１日であることが確認

できる上、同日に同資格を取得している同僚は、「私は、28 年４月 15 日

頃入社した。」と回答している。 

  さらに、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及び上記被

保険者名簿に記載されている申立人の資格取得日は、いずれもオンライン

記録と一致している。 

  申立期間③について、申立人は、昭和 30 年 10 月 31 日までＡ社に勤務

していたと主張している。 

  しかしながら、複数の同僚に照会したものの、申立人の退職日を確認で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

きる具体的な供述等を得ることはできなかった。 

  また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及び上記被保

険者名簿に記載されている申立人の資格喪失日は、いずれもオンライン記

録と一致している。 

  さらに、Ａ社は、「資料が無いため、申立人の入社日及び退職日を確認

することができない。」と回答しており、申立人も、申立期間①及び③に

おける勤務実態及び厚生年金保険料を控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料を所持していない。 

  このほか、申立期間①及び③における勤務実態及び厚生年金保険料を控

除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び③に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 
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神奈川厚生年金 事案 8150 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成５年６月 30 日から同年 12 月１日までの期間につ

いて、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年

12 月１日であると認められることから、当該期間の資格喪失日に係る記

録を訂正することが必要である。 

 なお、当該期間の標準報酬月額については、平成５年６月から同年９月

までは 26 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 24 万円とすることが妥当であ

る。 

 申立期間のうち、平成５年 12 月１日から６年１月 26 日までの期間につ

いて、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＢ社における厚生年金保険被保

険者の資格取得日に係る記録を５年 12 月１日、資格喪失日に係る記録を

６年１月 26 日とし、当該期間の標準報酬月額を 16 万円とすることが妥当

である。 

 なお、事業主は、申立人に係る平成５年 12 月の厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 申立期間のうち、平成６年１月 26 日から同年４月１日までの期間につ

いて、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＣ社における厚生年

金保険被保険者の資格取得日に係る記録を同年１月 26 日に訂正し、当該

期間の標準報酬月額を 15 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る平成６年１月から同年３月までの厚生年金

保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認め

られる。 

  

  

  

  

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年６月 30 日から同年 12 月１日まで 

         ② 平成５年 12 月１日から６年１月 26 日まで 

         ③ 平成６年１月 16 日から同年４月１日まで 

    

    



                      

 

    私は、平成５年２月１日にＡ社に入社し、10 年１月 30 日に退職する

まで、途中、会社名が変わった記憶があるが、Ｄ職として、Ｅ町にあっ

た営業所に継続して勤務していた。 

 ところが、年金事務所から文書が届き、申立期間①から③までの厚生

年金保険の被保険者記録が無いことが判明した。 

 調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、複数の同僚の供述から、申立人が当該期間に継続

してＡ社に勤務していたことが認められる。 

 また、オンライン記録によると、申立人のＡ社における資格喪失日は平

成５年６月 30 日とされているが、当該喪失した旨の処理は、同社が厚生

年金保険の適用事業所でなくなった同年７月 31 日より後の６年１月７日

付けで、遡って５年 10 月の定時決定を取り消した上で行われている上、

多数の従業員についても同様の処理が行われていることが確認できる。 

 これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立

人について、平成５年６月 30 日に被保険者資格を喪失した旨の処理を行

う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効なものとは認められな

いことから、申立人のＡ社における資格喪失日を、申立人の同社における

離職日と認められる日の翌日である同年 12 月１日に訂正することが必要

である。 

 また、申立期間①の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所

に当初届け出た記録から、平成５年６月から同年９月までは 26 万円、同

年 10 月及び同年 11 月は 24 万円とすることが妥当である。 

 申立期間②について、Ａ社の関連会社であるＢ社に平成５年 12 月１日

に転籍している複数の同僚の供述から、申立人が当該期間に同社に勤務し

ていたことが認められる。 

 また、申立人と同時期にＥ町にあった営業所に勤務し、同種の業務に従

事していた同僚及び当該営業所に所属していたとする同僚のほぼ全員に、

当該期間においてＢ社における厚生年金保険被保険者としての記録が確認

できる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

 また、申立期間②の標準報酬月額は、申立人と同種の業務に従事してい

た同僚の標準報酬月額が 16 万円であることから、16 万円とすることが妥

当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているが、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被

 

  

  

  

  

  

  

  

  



                      

  

保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会

保険事務所の記録が失われたとは考えられない上、仮に、事業主から申立

人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者

資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会におい

ても社会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常の事務処理

では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所への資格の得喪に

係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

平成５年 12 月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  申立期間③について、Ｂ社の関連会社であるＣ社に平成６年１月 26 日

に転籍している複数の同僚の供述から、申立人が当該期間に同社に勤務し

ていたことが認められる。 

  また、申立人と同時期にＥ町にあった営業所に勤務し、同種の業務に従

事していた同僚及び当該営業所に所属していたとする同僚のほぼ全員が、

Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となった平成６年１月 26 日に被保険者

資格を取得していることが確認できる。 

  これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間③に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

  また、申立期間③の標準報酬月額は、申立人のＣ社における平成６年４

月の社会保険事務所の記録から、15 万円とすることが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 

 

 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8151 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成７年 10 月１日から同年 12 月１日までの期間につ

いて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録

を同年 10 月１日に訂正し、同年 10 月及び同年 11 月の標準報酬月額につ

いては 24 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る平成７年 10 月及び同年 11 月の厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認めら

れる。 

 申立期間のうち、平成７年 12 月１日から８年 10 月１日までの期間につ

いて、申立人の当該期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該期間

の標準報酬月額を 24 万円に訂正することが必要である。 

 申立期間のうち、平成８年 10 月１日から同年 11 月１日までの期間につ

いて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録

を同年 11 月１日に訂正し、同年 10 月の標準報酬月額については、24 万

円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る平成８年 10 月の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

  

  

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年 10 月１日から同年 12 月１日まで 

           ② 平成７年 12 月１日から８年 10 月１日まで 

           ③ 平成８年 10 月１日から同年 11 月１日まで 

  私は、平成７年 10 月１日から８年 10 月 31 日までＡ社に勤務してい

たにもかかわらず、申立期間①及び③が厚生年金保険の被保険者期間と

なっていない。 

  また、申立期間②における標準報酬月額が実際より低く記録されてい

  

  

  

  



                      

  

る。 

 調査の上、申立期間①から③までの厚生年金保険被保険者記録を訂正

してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②について、オンライン記録では、申立人の当該期間に係る標

準報酬月額は、当初、24 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった日（平成８年 11 月 30 日）より後の同年

12 月６日付けで、遡って 11 万 8,000 円に引き下げられていることが確認

できる上、同僚 22 名の標準報酬月額も同様に遡って引き下げられている

ことが確認できる。 

 また、Ａ社の複数の同僚は、「当時、会社は経営不振で、資金繰りに苦

労しており、給与の遅配もあった。」と述べていることから、当時、同社

は社会保険料の納付に苦慮していたことがうかがえる。 

 これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、かか

る処理を行う合理的な理由は無く、申立人の申立期間②の標準報酬月額に

ついて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の当該期間に係

る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 24 万円に訂

正することが必要である。 

 申立期間①について、雇用保険の加入記録及びＡ社の元役員の証言から、

申立人が当該期間に同社に勤務していたことが認められる。 

 また、上記役員は、「Ａ社は、平成７年 10 月１日に厚生年金保険の適

用事業所となっているので、申立人も同日から厚生年金保険に加入してい

たと思う。」と述べている。 

 さらに、申立人のＡ社における同僚７名について検証したところ、当該

同僚の厚生年金保険における資格取得日は、その雇用保険における資格取

得日と一致又は平成７年 10 月１日となっていることが確認できる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における前

記訂正後の平成７年 12 月のオンライン記録から、24 万円とすることが妥

当である。 

 なお、申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行

については、事業主から回答が得られない上、これを確認できる関連資料

及び周辺事情も無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                      

  

情がないことから、行ったとは認められない。 

  申立期間③について、雇用保険の加入記録から、申立人が当該期間にＡ

社に勤務していたことが認められる。 

  また、入国管理局の資料から、申立人が平成８年 11 月１日に日本を出

国していたことが確認できるところ、前述の元役員は、「申立人は、海外

へ出かける直前の平成８年 10 月末までは会社に勤務しており、勤務形態

や業務内容に変更は無かった。」と述べている。 

  これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間③に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間③の標準報酬月額については、申立人のＡ社における前

記訂正後の平成８年９月のオンライン記録から 24 万円とすることが妥当

である。 

  なお、申立期間③に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行

については、事業主から回答が得られない上、これを確認できる関連資料

及び周辺事情も無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情がないことから、行ったとは認められない。 

 

 

 

 

 

 



                      

 

神奈川厚生年金 事案 8152 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場

における資格喪失日に係る記録を昭和 38 年４月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を２万 2,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月 21 日から同年４月１日まで 

 年金事務所からの連絡により、申立期間に係る厚生年金保険の被保険

者記録が無いことが判明した。当該期間は、Ａ社Ｃ工場が同社Ｄ工場に

統合されたことに伴い転勤した時期だが、同社に継続して勤務していた。

 調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

   

 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された申立人に係る人

事カード、同社の社史、「Ｃ工場移転によるＣ工場労働組合解散の件」及

び同僚の供述から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 38

年４月１日に、同社Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場におけ

る昭和 38 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 2,000 円と

することが妥当である。 

 一方、オンライン記録によれば、Ａ社Ｃ工場は、昭和 38 年３月 21 日に

厚生年金保険の適用事業所ではなくなっているものの、ⅰ）Ｂ社から提出

された社史により、Ａ社Ｃ工場が同年４月に同社Ｄ工場に移転した旨の記

載が確認できる上、前述の労働組合の解散に係る文書によれば、同社Ｃ工

 

  

  



                      

  

場労働組合が同年３月 31 日付けで同社Ｃ工場の移転に伴い解散し、申立

人を含む 23 名の従業員が同年４月１日付けで同社Ｄ工場労働組合に編入

した旨の記載が確認できること、ⅱ）前述の同僚のうち、同年３月 21 日

に同社Ｃ工場における厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後、同年４

月１日に同社において同資格を取得するまでの間の厚生年金保険の被保険

者記録が確認できないが、雇用保険の被保険者記録が継続している者が複

数確認できることなどから判断すると、当時の厚生年金保険法に定める適

用事業所としての要件を満たしていたものと判断される。 

  なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としているが、申立期間において適用事

業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認

められることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8153 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場

における資格喪失日に係る記録を昭和 38 年４月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を３万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月 21 日から同年４月１日まで 

  年金事務所からの連絡により、申立期間に係る厚生年金保険の被保険

者記録が無いことが判明した。当該期間は、Ａ社Ｃ工場が同社Ｄ工場に

統合されたことに伴い転勤した時期だが、同社に継続して勤務していた。 

  調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された申立人に係る人

事カード、同社の社史、「Ｃ工場移転によるＣ工場労働組合解散の件」及

び同僚の供述から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 38

年４月１日に、同社Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場におけ

る昭和 38 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万円とするこ

とが妥当である。 

 一方、オンライン記録によれば、Ａ社Ｃ工場は、昭和 38 年３月 21 日に

厚生年金保険の適用事業所ではなくなっているものの、ⅰ）Ｂ社から提出

された社史により、Ａ社Ｃ工場が同年４月に同社Ｄ工場に移転した旨の記

載が確認できる上、前述の労働組合の解散に係る文書によれば、同社Ｃ工

  

  



                      

  

場労働組合が同年３月 31 日付けで同社Ｃ工場の移転に伴い解散し、申立

人を含む 23 名の従業員が同年４月１日付けで同社Ｄ工場労働組合に編入

した旨の記載が確認できること、ⅱ）前述の同僚のうち、同年３月 21 日

に同社Ｃ工場における厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後、同年４

月１日に同社において同資格を取得するまでの間の厚生年金保険の被保険

者記録が確認できないが、雇用保険の被保険者記録が継続している者が複

数確認できることなどから判断すると、当時の厚生年金保険法に定める適

用事業所としての要件を満たしていたものと判断される。 

  なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としているが、申立期間において適用事

業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認

められることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 



                      

 

神奈川厚生年金 事案 8154 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場

における資格喪失日に係る記録を昭和 38 年４月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を３万 6,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月 21 日から同年４月１日まで 

 年金事務所からの連絡により、申立期間に係る厚生年金保険の被保険

者記録が無いことが判明した。当該期間は、Ａ社Ｃ工場が同社Ｄ工場に

統合されたことに伴い転勤した時期だが、同社に継続して勤務していた。 

 調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された申立人に係る人

事カード、同社の社史、「Ｃ工場移転によるＣ工場労働組合解散の件」及

び同僚の供述から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 38

年４月１日に、同社Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場におけ

る昭和 38 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000 円と

することが妥当である。 

 一方、オンライン記録によれば、Ａ社Ｃ工場は、昭和 38 年３月 21 日に

厚生年金保険の適用事業所ではなくなっているものの、ⅰ）Ｂ社から提出

された社史により、Ａ社Ｃ工場が同年４月に同社本社Ｄ工場に移転した旨

の記載が確認できる上、前述の労働組合の解散に係る文書によれば、同社

 

  

  



                      

  

Ｃ工場労働組合が同年３月 31 日付けで同社Ｃ工場の移転に伴い解散し、

申立人を含む 23 名の従業員が同年４月１日付けで同社本社Ｄ工場労働組

合に編入した旨の記載が確認できること、ⅱ）前述の同僚のうち、同年３

月 21 日に同社Ｃ工場における厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後、

同年４月１日に同社において同資格を取得するまでの間の厚生年金保険の

被保険者記録が確認できないが、雇用保険の被保険者記録が継続している

者が複数確認できることなどから判断すると、当時の厚生年金保険法に定

める適用事業所としての要件を満たしていたものと判断される。 

  なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としているが、申立期間において適用事

業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認

められることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8155 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場

における資格喪失日に係る記録を昭和 38 年４月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を２万 8,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月 21 日から同年４月１日まで 

 年金事務所からの連絡により、申立期間に係る厚生年金保険の被保険

者記録が無いことが判明した。当該期間は、Ａ社Ｃ工場が同社Ｄ工場に

統合されたことに伴い転勤した時期だが、同社に継続して勤務していた。 

 調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された申立人に係る人

事カード、同社の社史、「Ｃ工場移転によるＣ工場労働組合解散の件」及

び同僚の供述から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 38

年４月１日に、同社Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場におけ

る昭和 38 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000 円と

することが妥当である。 

 一方、オンライン記録によれば、Ａ社Ｃ工場は、昭和 38 年３月 21 日に

厚生年金保険の適用事業所ではなくなっているものの、ⅰ）Ｂ社から提出

された社史により、Ａ社Ｃ工場が同年４月に同社Ｄ工場に移転した旨の記

載が確認できる上、前述の労働組合の解散に係る文書によれば、同社Ｃ工

  

  



                      

  

場労働組合が同年３月 31 日付けで同社Ｃ工場の移転に伴い解散し、申立

人を含む 23 名の従業員が同年４月１日付けで同社Ｄ工場労働組合に編入

した旨の記載が確認できること、ⅱ）前述の同僚のうち、同年３月 21 日

に同社Ｃ工場における厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後、同年４

月１日に同社において同資格を取得するまでの間の厚生年金保険の被保険

者記録が確認できないが、雇用保険の被保険者記録が継続している者が複

数確認できることなどから判断すると、当時の厚生年金保険法に定める適

用事業所としての要件を満たしていたものと判断される。 

  なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としているが、申立期間において適用事

業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認

められることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8156 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 40 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を２万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住 所 ：  

    

    

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年９月１日から同年 10 月１日まで 

  私は、昭和 38 年４月から 48 年 12 月まで継続してＡ社に勤務してい

たが、国（厚生労働省）の記録によると、申立期間が厚生年金保険の被

保険者期間となっていない。調査の上、申立期間を被保険者期間として

認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る雇用保険の記録から、申立人は、Ａ社及びＣ社に継続して

勤務し（昭和 40 年 10 月１日に、Ａ社からＣ社に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

40 年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万円とすることが妥

当である。 

 なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、申立人と同時

期にＡ社からＣ社に異動した同僚 69 名全員について被保険者期間の欠落

が見られ、事業主の届出の誤りが推測されることから、事業主は昭和 40

年９月１日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8157 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失

日に係る記録を昭和 37 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

３万 6,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年８月 31 日から同年９月１日まで 

  私は、昭和 32 年４月１日にＡ社に入社し、平成６年 12 月末日に退職

するまで継続して勤務しており、申立期間は同社Ｂ支店に勤務していた。

厚生年金保険の記録によると、当該期間の記録が欠落している。申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る雇用保険の記録及びＡ社が保管する履歴台帳から判断する

と、申立人が同社に継続して勤務し（同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

 なお、異動日については、オンライン記録において、申立人と同時期に、

異動に伴いＡ社Ｃ支店で厚生年金保険被保険者の資格を取得していると考

えられる被保険者が 11 名確認できるところ、申立人と同様、同社Ｂ支店

で資格を喪失している４名を除く７名の資格喪失日及び資格取得日が昭和

37 年９月１日となっていること、及び申立人が同年８月 31 日まで同社Ｂ

支店に勤務していたとしていることから、同年９月１日とすることが妥当

である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社Ｂ支店に

おける、健康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 37 年８月の随時改定

  

  



                      

  

の記録から、３万 6,000 円とすることが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としているが、事業主が昭和 37 年９月

１日を資格喪失日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）が

これを同年８月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主

が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務

所は申立人に係る同年８月の厚生年金保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8158 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店

における資格取得日に係る記録を昭和 34 年３月 28 日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を 7,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年３月 28 日から同年５月５日まで 

  私は、Ｄ社（現在は、Ｂ社）及び同社のグループ会社のＡ社Ｃ支店に

勤務しており、昭和 34 年３月 28 日付けで同社Ｃ支店に異動したが、申

立期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていない。 

  調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された申立人の在籍証明書及び複数の同僚の証言から判断

すると、申立人は、申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ｄ社か

らＡ社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

 なお、異動日については、申立人と同時期に異動したと証言している複

数の同僚の記録から、昭和 34 年３月 28 日とすることが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店におけ

る昭和 34 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、7,000 円とする

ことが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は、不明であると回答しているが、申立人と同

時期にＤ社からＡ社Ｃ支店に異動した同僚８名についても、同社Ｃ支店に

係る資格取得日が昭和 34 年５月５日となっており、申立人と同様に厚生

  

  

  



                      

  

年金保険の被保険者記録の欠落が確認できることから、事業主が申立人の

資格取得日を同日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立期間に

係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8159 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成８年

３月７日であると認められることから、申立期間の資格喪失日に係る記録

を訂正することが必要である。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については、15 万円とすることが妥当

である。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

住 所 ：  

    

    

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年９月 30 日から８年３月７日まで 

 私は、申立期間においてもＡ社に勤務していたが、オンライン記録で

は、平成７年９月 30 日に被保険者資格を喪失しており、申立期間が厚

生年金保険の被保険者期間となっていない。 

 調査の上、申立期間を被保険者期間として訂正してほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険の記録から、申立人が申立期間にＡ社に勤務していた

ことが認められる。 

 一方、オンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくな

った平成８年３月７日付けで、申立人の７年 10 月の定時決定の記録を取

り消した上で、厚生年金保険の被保険者資格を同年９月 30 日に遡って喪

失させる処理が行われていることが確認できる。 

 また、Ａ社の申立人以外の従業員 67 名についても、申立人と同様の喪

失処理が行われていることが確認できる。 

 これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、かか

る処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理は有効なものとは認めら

れず、申立人の資格喪失日を当該喪失処理日である平成８年３月７日に訂

正することが必要である。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については、当該喪失処理前の申立人の

Ａ社における社会保険事務所の記録から、15 万円とすることが妥当であ

る。 

  

  

  

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8160 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならないと

記録されているが、事業主は、申立期間について同法第 81 条の２の規定

に基づく申出を行ったと認められ、当該期間の保険料徴収が免除されるこ

とから、当該記録を取り消し、申立期間に係る標準賞与額を、48 万 6,000

円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年６月７日 

  平成７年４月１日からＡ社に勤務し、19 年５月から 20 年３月まで育

児休業を取得していた。育児休業期間中に支給された申立期間の賞与に

ついて、当初、事業主から賞与支払届が提出されていなかったので、後

日、事業主から同届を提出してもらった。 

  調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19 年６月の賞与明細により、申立人は、当該

事業所から申立期間に係る賞与の支払を受けていることが確認できる。 

 また、オンライン記録によると、事業主は、厚生年金保険法第 81 条の

２の規定に基づく、育児休業期間中の厚生年金保険料徴収の免除の申出を

行ったことが確認できる。 

 一方、事業主より提出された健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届

の写しにより、事業主は申立てに係る賞与支払届を、厚生年金保険法第

75 条本文の規定による保険料の徴収時効が成立した後である平成 24 年６

月に提出したことが確認できるが、同法第 81 条の２の規定に基づき事業

主より免除の申出があった場合は、育児休業期間中の標準賞与額に係る保

険料については、徴収が行われないことから、たとえ、申立期間当時に申

立期間の健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届の届出が行われておら

  

  



                      

  

ず、同法第 75 条の規定による、時効によって消滅した保険料にかかる標

準賞与額であっても、年金額の計算の基礎とすべきであるものと考えられ

る。 

 以上のことから、申立期間に係る標準賞与額については、上記の賞与明

細及び賞与支払届の写しにおける当該賞与額から、48 万 6,000 円とする

ことが妥当である。 

  



                      

 

神奈川厚生年金 事案 8161 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならないと

記録されているが、事業主は、申立期間について同法第 81 条の２の規定

に基づく申出を行ったと認められ、当該期間の保険料徴収が免除されるこ

とから、当該記録を取り消し、申立期間に係る標準賞与額を、57 万 1,000

円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年６月６日 

  平成５年４月１日からＡ社に勤務し、20 年５月から 21 年３月まで育

児休業を取得していた。育児休業期間中に支給された申立期間の賞与に

ついて、当初、事業主から賞与支払届が提出されていなかったので、後

日、事業主から同届を提出してもらった。 

  調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 20 年６月の賞与明細により、申立人は、当該

事業所から申立期間に係る賞与の支払を受けていることが確認できる。 

 また、オンライン記録によると、事業主は、厚生年金保険法第 81 条の

２の規定に基づく、育児休業期間中の厚生年金保険料徴収の免除の申出を

行ったことが確認できる。 

 一方、事業主より提出された健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届

の写しにより、事業主は申立てに係る賞与支払届を、厚生年金保険法第

75 条本文の規定による保険料の徴収時効が成立した後である平成 24 年６

月に提出したことが確認できるが、同法第 81 条の２の規定に基づき事業

主より免除の申出があった場合は、育児休業期間中の標準賞与額に係る保

険料については、徴収が行われないことから、たとえ、申立期間当時に申

立期間の健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届の届出が行われておら

 

  

  



                      

  

ず、同法第 75 条の規定による、時効によって消滅した保険料にかかる標

準賞与額であっても、年金額の計算の基礎とすべきであるものと考えられ

る。 

  以上のことから、申立期間に係る標準賞与額については、上記の賞与明

細及び賞与支払届の写しにおける当該賞与額から、57 万 1,000 円とする

ことが妥当である。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8162 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならないと

記録されているが、事業主は、申立期間について同法第 81 条の２の規定

に基づく申出を行ったと認められ、当該期間の保険料徴収が免除されるこ

とから、当該記録を取り消し、申立期間に係る標準賞与額を、16 万 6,000

円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年６月６日 

  平成 13 年４月１日からＡ社に勤務し、20 年３月から 21 年１月まで

育児休業を取得していた。育児休業期間中に支給された申立期間の賞与

について、当初、事業主から賞与支払届が提出されていなかったので、

後日、事業主から同届を提出してもらった。 

  調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 20 年６月の賞与明細により、申立人は、当該

事業所から申立期間に係る賞与の支払を受けていることが確認できる。 

 また、オンライン記録によると、事業主は、厚生年金保険法第 81 条の

２の規定に基づく、育児休業期間中の厚生年金保険料徴収の免除の申出を

行ったことが確認できる。 

 一方、事業主より提出された健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届

の写しにより、事業主は申立てに係る賞与支払届を、厚生年金保険法第

75 条本文の規定による保険料の徴収時効が成立した後である平成 24 年６

月に提出したことが確認できるが、同法第 81 条の２の規定に基づき事業

主より免除の申出があった場合は、育児休業期間中の標準賞与額に係る保

険料については、徴収が行われないことから、たとえ、申立期間当時に申

立期間の健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届の届出が行われておら

  

  



                      

  

ず、同法第 75 条の規定による、時効によって消滅した保険料にかかる標

準賞与額であっても、年金額の計算の基礎とすべきであるものと考えられ

る。 

  以上のことから、申立期間に係る標準賞与額については、上記の賞与明

細及び賞与支払届の写しにおける当該賞与額から、16 万 6,000 円とする

ことが妥当である。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8163 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならないと

記録されているが、事業主は、申立期間について同法第 81 条の２の規定

に基づく申出を行ったと認められ、当該期間の保険料徴収が免除されるこ

とから、当該記録を取り消し、申立期間に係る標準賞与額を、29 万 4,000

円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 21 年 12 月７日 

  昭和 60 年６月 14 日からＡ社に勤務し、平成 21 年７月から 22 年５月

まで育児休業を取得していた。育児休業期間中に支給された申立期間の

賞与について、当初、事業主から賞与支払届が提出されていなかったの

で、後日、事業主から同届を提出してもらった。 

  調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 21 年 12 月の賞与明細により、申立人は、当該

事業所から申立期間に係る賞与の支払を受けていることが確認できる。 

 また、オンライン記録によると、事業主は、厚生年金保険法第 81 条の

２の規定に基づく、育児休業期間中の厚生年金保険料徴収の免除の申出を

行ったことが確認できる。 

 一方、事業主より提出された健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届

の写しにより、事業主は申立てに係る賞与支払届を、厚生年金保険法第

75 条本文の規定による保険料の徴収時効が成立した後である平成 24 年６

月に提出したことが確認できるが、同法第 81 条の２の規定に基づき事業

主より免除の申出があった場合は、育児休業期間中の標準賞与額に係る保

険料については、徴収が行われないことから、たとえ、申立期間当時に申

立期間の健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届の届出が行われておら

  

  



                      

  

ず、同法第 75 条の規定による、時効によって消滅した保険料にかかる標

準賞与額であっても、年金額の計算の基礎とすべきであるものと考えられ

る。 

  以上のことから、申立期間に係る標準賞与額については、上記の賞与明

細及び賞与支払届の写しにおける当該賞与額から、29 万 4,000 円とする

ことが妥当である。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8164 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならないと

記録されているが、事業主は、申立期間について同法第 81 条の２の規定

に基づく申出を行ったと認められ、当該期間の保険料徴収が免除されるこ

とから、当該記録を取り消し、申立期間に係る標準賞与額を、８万 1,000

円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年６月７日 

  平成４年４月１日からＡ社に勤務し、17 年 12 月から 18 年 10 月まで

育児休業を取得していた。育児休業期間中に支給された申立期間の賞与

について、当初、事業主から賞与支払届が提出されていなかったので、

後日、事業主から同届を提出してもらった。 

  調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 18 年６月の賞与明細により、申立人は、当該

事業所から申立期間に係る賞与の支払を受けていることが確認できる。 

 また、オンライン記録によると、事業主は、厚生年金保険法第 81 条の

２の規定に基づく、育児休業期間中の厚生年金保険料徴収の免除の申出を

行ったことが確認できる。 

 一方、事業主より提出された健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届

の写しにより、事業主は申立てに係る賞与支払届を、厚生年金保険法第

75 条本文の規定による保険料の徴収時効が成立した後である平成 24 年６

月に提出したことが確認できるが、同法第 81 条の２の規定に基づき事業

主より免除の申出があった場合は、育児休業期間中の標準賞与額に係る保

険料については、徴収が行われないことから、たとえ、申立期間当時に申

立期間の健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届の届出が行われておら

  

  



                      

  

ず、同法第 75 条の規定による、時効によって消滅した保険料にかかる標

準賞与額であっても、年金額の計算の基礎とすべきであるものと考えられ

る。 

  以上のことから、申立期間に係る標準賞与額については、上記の賞与明

細及び賞与支払届の写しにおける当該賞与額から、８万 1,000 円とするこ

とが妥当である。 

 



                      

 

神奈川厚生年金 事案 8165 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならないと

記録されているが、事業主は、申立期間について同法第 81 条の２の規定

に基づく申出を行ったと認められ、当該期間の保険料徴収が免除されるこ

とから、当該記録を取り消し、申立人のＡ社における申立期間に係る標準

賞与額を、平成 18 年６月７日は 11 万 9,000 円、20 年 12 月５日は 46 万

8,000 円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年６月７日 

           ② 平成 20 年 12 月５日 

  平成５年４月１日からＡ社に勤務し、18 年１月から同年 12 月までの

期間及び 20 年９月から 21 年７月までの期間に育児休業を取得していた。

育児休業期間中に支給された申立期間①及び②の賞与について、当初、

事業主から賞与支払届が提出されていなかったので、後日、事業主から

同届を提出してもらった。 

  調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 18 年６月及び 20 年 12 月の賞与明細により、

申立人は、当該事業所から申立期間①及び②に係る賞与の支払を受けてい

ることが確認できる。 

 また、オンライン記録によると、事業主は、厚生年金保険法第 81 条の

２の規定に基づく、育児休業期間中の厚生年金保険料徴収の免除の申出を

行ったことが確認できる。 

 一方、事業主より提出された健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届

の写しにより、事業主は申立てに係る賞与支払届を、厚生年金保険法第

75 条本文の規定による保険料の徴収時効が成立した後である平成 24 年６

 

  

  



                      

  

月に提出したことが確認できるが、同法第 81 条の２の規定に基づき事業

主より免除の申出があった場合は、育児休業期間中の標準賞与額に係る保

険料については、徴収が行われないことから、たとえ、申立期間①及び②

当時に申立期間①及び②の健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届の届

出が行われておらず、同法第 75 条の規定による、時効によって消滅した

保険料にかかる標準賞与額であっても、年金額の計算の基礎とすべきであ

るものと考えられる。 

  以上のことから、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、上記

の賞与明細及び賞与支払届の写しにおける当該賞与額から、平成 18 年６

月７日は 11 万 9,000 円、20 年 12 月５日は 46 万 8,000 円とすることが妥

当である。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8166 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならないと

記録されているが、事業主は、申立期間について同法第 81 条の２の規定

に基づく申出を行ったと認められ、当該期間の保険料徴収が免除されるこ

とから、当該記録を取り消し、申立期間に係る標準賞与額を、23 万 1,000

円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月７日 

 平成 13 年４月１日からＡ社に勤務し、19 年 11 月から 20 年９月まで

育児休業を取得していた。育児休業期間中に支給された申立期間の賞与

について、当初、事業主から賞与支払届が提出されていなかったので、

後日、事業主から同届を提出してもらった。 

 調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19 年 12 月の賞与明細により、申立人は、当該

事業所から申立期間に係る賞与の支払を受けていることが確認できる。 

 また、オンライン記録によると、事業主は、厚生年金保険法第 81 条の

２の規定に基づく、育児休業期間中の厚生年金保険料徴収の免除の申出を

行ったことが確認できる。 

 一方、事業主より提出された健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届

の写しにより、事業主は申立てに係る賞与支払届を、厚生年金保険法第

75 条本文の規定による保険料の徴収時効が成立した後である平成 24 年６

月に提出したことが確認できるが、同法第 81 条の２の規定に基づき事業

主より免除の申出があった場合は、育児休業期間中の標準賞与額に係る保

険料については、徴収が行われないことから、たとえ、申立期間当時に申

立期間の健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届の届出が行われておら

  

  



                      

  

ず、同法第 75 条の規定による、時効によって消滅した保険料にかかる標

準賞与額であっても、年金額の計算の基礎とすべきであるものと考えられ

る。 

  以上のことから、申立期間に係る標準賞与額については、上記の賞与明

細及び賞与支払届の写しにおける当該賞与額から、23 万 1,000 円とする

ことが妥当である。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8167 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 50 年５月 19 日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を７万 2,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年４月 21 日から同年５月 19 日まで 

  年金事務所から、Ａ社が開発した同社Ｃ事業所に勤務していた期間に

係る厚生年金保険の被保険者期間に空白期間がある旨の連絡があった。 

  私は、Ａ社に昭和 49 年７月に入社し、51 年 12 月末日に退職するま

で同社に継続して勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ａ社の業務を継承したＢ社から提出された人事記

録及び複数の同僚の供述から、申立人はＡ社に継続して勤務し（同社から

同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

 なお、異動日については、オンライン記録によれば、Ａ社Ｃ事業所が厚

生年金保険の適用事業所となったのは昭和 50 年５月 19 日であることが確

認できること、Ｂ社は、「Ｃ事業所の開設日は昭和 50 年５月 20 日であ

る。」と回答していることなどから判断すると、同年５月 19 日とするこ

とが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 50 年３月の

Ａ社における社会保険事務所（当時）の記録から、７万 2,000 円とするこ

とが妥当である。 

  

  



                      

  

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明と回答しているが、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8168 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 22 年４月１日から同年８月 10 日までの期間につ

いて、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年

金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を同年８月 10 日に訂正し、当該

期間の標準報酬月額を同年４月及び同年５月は 450 円、同年６月及び同年

７月は 500 円とすることが必要である。 

 なお、Ａ社の事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 申立期間のうち、昭和 23 年９月 30 日から同年 11 月 12 日までの期間に

ついて、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、申立人のＢ社（現在は、Ｃ

社）Ｄ工場における厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を同年

11 月 12 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 4,800 円とすることが必

要である。 

 なお、Ｂ社の事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

  

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 11 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22 年４月１日から同年８月 10 日まで 

           ② 昭和 23 年９月 30 日から同年 11 月 12 日まで 

  夫は、昭和 21 年 10 月１日にＢ社の関連会社であるＡ社に入社して以

来 51 年９月 30 日まで、同社及びＢ社に継続して勤務していたのに、申

立期間①及び②の厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているのは納得

できないので、調査の上、申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

  

  

  

 



                      

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ｃ社が保管する人事カードから判断すると、申立

人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ａ社からＢ社Ｄ工場に

異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

 なお、Ｂ社Ｄ工場は、昭和 22 年８月 10 日に厚生年金保険の適用事業所

となっていることから、申立人の申立期間①における被保険者資格は、本

来、同日までＡ社において引き続き有すべきものである。 

 また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭

和 22 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、同年４月及び同年５

月は 450 円、同年６月及び同年７月は 500 円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ａ社は既に解散しており、このほかにこれを確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 申立期間②について、雇用保険の加入記録及びＣ社が保管する人事カー

ドから判断すると、申立人はＢ社Ｄ工場に継続して勤務し（昭和 23 年 11

月 12 日に、同社の陸上勤務から海上勤務に異動）、当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＢ社Ｄ工場にお

ける昭和 23 年８月の社会保険事務所の記録から 4,800 円とすることが妥

当である。 

 なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、事業主は不明と回答しており、このほかにこれを確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

  

  

  

  

  

  

  

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8169 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額を 26 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 10 月１日から５年５月 26 日まで 

  オンライン記録では、Ａ社に勤務していた期間のうち申立期間の標準

報酬月額が、それより前の標準報酬月額よりも著しく低額の８万円と記

録されている。 

  調査の上、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報

酬月額は、当初、平成４年 10 月から５年３月までは 26 万円と記録されて

いたところ、同年４月 28 日付けで、遡って８万円に引き下げられている

ことが確認できる上、申立人を除く７名の標準報酬月額も同様に遡って引

き下げられていることが確認できる。 

 また、当時の事業主は、「当時、資金繰りに苦労し、社会保険料の滞納

はあったように思う。」と述べている。 

 これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、かかる処理を

行う合理的な理由は無く、申立人の申立期間の標準報酬月額について、有

効な記録訂正があったとは認められない。 

 このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の申立

期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 26

万円に訂正することが必要である。 

  

  

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8170 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、17 万円

であったと認められることから、申立期間に係る標準報酬月額の記録を

17 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年 10 月１日から 50 年 10 月１日まで 

 「厚生年金加入記録のお知らせ」によると、Ａ社（現在は、Ｂ社）に

勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、前後の期間と比

べて著しく低く記録されている。しかし、給与が減額された覚えはない

ので、調査の上、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社における健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライ

ン記録では、申立人の標準報酬月額は、昭和 49 年７月１日の随時改定で

17 万円（32 等級）、同年 10 月１日の定時決定で８万円（20 等級）、50

年 10 月１日の定時決定で 17 万円（32 等級）とされており、申立期間の

み著しく低く記録されていることが確認できる。 

 一方、Ｂ社は、申立人の申立期間に係る標準報酬月額及び厚生年金保険

料控除について、資料が無く不明と回答しているが、申立人が所持するＡ

社の辞令から、申立人は、申立期間において職務及び役職に変更は無かっ

たことが確認できる。 

 また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記

録により、同社において昭和 49 年 10 月１日の定時決定の記録がある 32

名について標準報酬月額の推移を調査したところ、当該定時決定に係る標

準報酬月額が２等級以上低く改定されている者は、申立人のみであること

が確認できる。 

 さらに、年金事務所は、申立人の標準報酬月額が昭和 49 年７月１日の

随時改定で 17 万円にされ、すぐ後の同年 10 月１日の定時決定で８万円と

  

  

  



                      

  

大幅に減額されるのは、３か月の算定対象月のうちの２か月（同年５月及

び同年６月）が重なることから明らかに不自然であり、正しい記録とは考

え難く、社会保険事務所で事務処理に誤りがあった可能性が大きい旨回答

している。 

  これらを総合的に判断すると、事業主が申立人の申立期間における標準

報酬月額を８万円として届出を行ったとは考え難く、社会保険事務所にお

いて、申立人の記録管理が適正に行われなかったものと判断される。 

  したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、

申立人の申立期間直前の標準報酬月額の記録から、17 万円に訂正するこ

とが必要である。 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8171 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

の標準報酬月額を 26 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 10 月１日から８年５月１日まで 

 Ａ社における標準報酬月額の記録が実際より低く記録されている。 

 調査の上、申立期間の厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

26 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（平成８年 11 月 30 日）より後の同年 12 月６日付けで、遡っ

て 13 万 4,000 円に引き下げられていることが確認できる上、同僚 22 名の

標準報酬月額も同様に遡って引き下げられていることが確認できる。 

 また、Ａ社の複数の同僚は、「当時、会社は経営不振で、資金繰りに苦

労しており、給与の遅配もあった。」と述べていることから、当時、同社

は社会保険料の納付に苦慮していたことがうかがえる。 

 これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、かかる処理を

行う合理的な理由は無く、申立人の申立期間の標準報酬月額について、有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 26 万円に訂正すること

が必要である。 

  

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8172 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 34 年８月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万

6,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年７月 21 日から同年８月 21 日まで 

 私は、昭和 27 年に入社し、平成６年７月に退職するまで、継続して

Ｂ社に係るグループ会社に勤務していた。申立期間について、厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立てに係るグループ会社の福利厚生部門を一括管理しているＣ共済会

から提出された社員プロフィールから判断すると、申立人が申立てに係る

グループ会社に継続して勤務し（Ａ社からＤ社Ｅ営業所へ異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

 なお、Ａ社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿には、申立人

の資格喪失年月日が昭和 34 年７月 21 日と記録されている一方で、申立人

に係る同年 10 月以降の標準報酬月額を１万 8,000 円とする定時決定の記

録が確認できる。当時の定時決定による標準報酬月額は、８月１日時点に

被保険者である者について、その月の前３か月間の報酬月額の平均額を基

に決定されることとなっていたことを踏まえると、申立人は同年８月１日

時点においては、まだ同社に在籍していたと考えられることから、異動日

を同年８月 21 日とすることが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

  

  



                      

  

34 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000 円とするこ

とが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ｃ共済会は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8173 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）（整理

記号Ｃ）における資格取得日に係る記録を昭和 39 年７月 21 日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を２万 4,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年７月 21 日から同年９月 15 日まで 

  私は、昭和 39 年４月 13 日から 42 年９月５日に退職するまでＡ社に

継続して勤務した。年金記録を確認したところ、申立期間が厚生年金保

険被保険者期間となっていない。 

  調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継

続して勤務し（Ａ社（整理記号Ｄ）からＡ社（整理記号Ｃ）に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

 なお、異動日については、オンライン記録によると、申立人がＡ社（整

理記号Ｄ）において厚生年金保険被保険者資格を喪失した日と同日の昭和

39 年７月 21 日にＡ社（整理記号Ｄ）において同資格を喪失した複数の者

が、同日付けで同社の他事業所において、同資格を再取得していることが

確認できることから、同年７月 21 日とすることが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39 年９月の申立人の

Ａ社（整理記号Ｃ）における社会保険事務所（当時）の記録から、２万

4,000 円とすることが妥当である。 

  

  



                      

  

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ｂ社は申立てどおりの届出及び保険料納付を行ってい

ないと回答していることから、社会保険事務所は申立人に係る昭和 39 年

７月及び同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8174 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、申立期間に係る標準賞与額の記録を平成 20 年 11 月 25 日は 20 万

5,000 円、21 年３月 25 日は 13 万 3,000 円、同年７月 24 日は９万 9,000

円、同年 11 月 25 日は 14 万 6,000 円、22 年３月 25 日は 12 万 7,000 円、

同年７月 23 日は 14 万 7,000 円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 20 年 11 月 25 日 

           ② 平成 21 年３月 25 日 

           ③ 平成 21 年７月 24 日 

           ④ 平成 21 年 11 月 25 日 

           ⑤ 平成 22 年３月 25 日 

           ⑥ 平成 22 年７月 23 日 

  Ａ社で支給された賞与のうち、申立期間①から⑥までの賞与が年金記

録に反映されていない。申立期間の賞与は確かに支給されているのに、

厚生年金保険の賞与に係る記録が無いのは納得できないので、調査の上、

厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

  

  

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」から、申立

人は、申立期間①から⑥までにおいて、その主張する標準賞与額に基づく

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準賞与額については、上記所得税源泉徴収簿により

確認できる賞与支給額及び保険料控除額から、申立期間①は 20 万 5,000

円、申立期間②は 13 万 3,000 円、申立期間③は９万 9,000 円、申立期間

  



                      

  

④は 14 万 6,000 円、申立期間⑤は 12 万 7,000 円、申立期間⑥は 14 万

7,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主による申立期間①から⑥までに係る厚生年金保険料の納付

義務の履行については、事業主は、申立人の申立てどおりの届出を行って

おらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所

（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8175 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 34 年８月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万

8,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年７月 21 日から同年８月 21 日まで 

 私は、昭和 26 年に入社し、平成５年４月に退職するまで、継続して

Ｂ社に係るグループ会社に勤務していた。申立期間について、厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立てに係るグループ会社の福利厚生部門を一括管理しているＣ共済会

から提出された社員プロフィールから判断すると、申立人が申立てに係る

グループ会社に継続して勤務し（Ａ社からＤ社Ｅ営業所へ異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

 なお、Ａ社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿には、申立人

の資格喪失年月日が昭和 34 年７月 21 日と記録されている一方で、申立人

に係る同年 10 月以降の標準報酬月額を１万 8,000 円とする定時決定の記

録が確認できる。当時の定時決定による標準報酬月額は、８月１日時点に

被保険者である者について、その月の前３か月間の報酬月額の平均額を基

に決定されることとなっていたことを踏まえると、申立人は同年８月１日

時点においては、まだ同社に在籍していたと考えられることから、異動日

を同年８月 21 日とすることが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

  

  



                      

  

34 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ｃ共済会は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。

 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8176 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

住 所 ：  

    

    

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 44 年３月 12 日から同年５月１日まで 

   私は、Ａ会のＢ奨学生制度を利用して、昭和 44 年３月にＣ社で勤務

を始めた。厚生年金保険の記録では、同社において同年５月１日に資格

取得となっているが、Ａ会の入会式が同年３月 12 日であり、同日から

同社で勤務をしていたので、資格取得日は同日となるはずである。調査

の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の供述から、申立人が、申立期間においてＣ社に勤務していたこと

は推認できる。 

 しかしながら、オンライン記録によると、申立人が同期入社だったとし

て名前を挙げている同僚は、申立人と同日の昭和 44 年５月１日に厚生年

金保険の被保険者資格を取得している。 

 また、複数の同僚は、その記憶する入社日と厚生年金保険の資格取得日

は一致しておらず、当時、Ｃ社では、入社後、一定期間経過してから厚生

年金保険の被保険者資格を取得させていたことがうかがえる。 

 さらに、Ｃ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時

の事業主の連絡先も不明であるため、申立人に係る給与関係書類を確認す

ることができない上、申立人も申立期間における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

 このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  

  

  

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8177（事案 1318 の再々申立て、事案 5253 の再申立

て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年９月 18 日から 52 年９月 18 日まで 

  Ａ社に勤務していた申立期間について厚生年金保険の被保険者記録が

無いため、記録の訂正を申し立てたが、前回及び前々回の申立てについ

ては、記録の訂正は不要とのことであった。 

  今回、新たに、元事業主から私が厚生年金保険に加入していたとの証

言を得たので、再度調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社に係る申立てについては、同社での業務内容や勤務地の周

辺事情にも詳しいことから、申立人が同社で勤務していたことは推認でき

るものの、同僚の供述する同社の従業員数とオンライン記録で確認できる

同社の被保険者数が相違すること、元事業主が、申立期間当時のことを確

認できる資料は無いと供述していること等から、年金記録の訂正は必要な

いとして、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年９月 14 日付けで通知が

行われている。 

 また、前回の再申立てに当たり、申立人はＡ社の元事業主から自身が同

社に在籍していたとの証言を得たと述べているが、元事業主は、「当時、

当社では臨時雇いの従業員は、社会保険には加入させていなかった。また

申立人の在籍を確認できる資料は無く、自身も申立人を記憶していな

い。」と回答しており、これは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情とは認められず、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情は見当たらないことから、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主

  

、



                      

  

により給与から控除されていたことを認めることはできないとして、既に

当委員会の決定に基づき、平成 23 年２月 23 日付けで年金記録の訂正は必

要ないとする通知が行われている。 

  今回の申立てにおいて、申立人は、Ａ社の元事業主から、自身が同社に

おいて厚生年金保険に加入していたとの証言を得たと述べている。 

  しかしながら、元事業主は、「今回の申立てに当たって、申立人から証

言を求められたことは無い。厚生年金保険に加入していたと話したことは

無いし、当時の資料は既に廃棄済みであり、申立人の厚生年金保険への加

入を証明する資料は保管していない。」と述べている。 

  また、新たに複数の同僚に照会したものの、回答のあった全員が申立人

を記憶していないと述べており、申立人の申立期間に係る厚生年金保険へ

の加入の有無及び保険料控除について確認することができない。 

  さらに、申立人が、申立人と同じ業務をしていたと記憶しているＢ姓の

同僚と同じ姓の被保険者は、Ａ社に係るオンライン記録において確認でき

ない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人の供述は委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められ

ず、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 

 

 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8178 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年９月 15 日から同年 12 月１日まで 

          ② 昭和 40 年２月 27 日から同年３月１日まで 

          ③ 昭和 42 年６月１日から 43 年１月 17 日まで 

          ④ 昭和 44 年７月１日から同年８月１日まで 

 Ａ社に昭和 39 年９月 15 日に入社し、40 年２月末日まで継続して勤

務していたのに、申立期間①及び②が厚生年金保険の被保険者期間とな

っていない。 

  また、その後に勤務したＢ社が設立したＣ社及びＤ社（現在は、Ｅ

社）に継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間③及び④が被保

険者期間となっていない。 

 調査の上、申立期間①から④までを、厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

   

   

   

   

  

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、昭和 39 年９月 15 日からＡ社に勤務し

ていたと述べている。 

 しかしながら、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和

39 年 12 月１日であり、当該期間当時は、厚生年金保険の適用事業所とな

っていないことが確認できる。 

 また、複数の同僚に照会したところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

となる前から同社に勤務していたとする同僚全員が、同社が適用事業所と

なった昭和 39 年 12 月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得している

ことが確認できる上、申立人と同様、当該期間の厚生年金保険料の控除が

確認できる給与明細書等を所持していない。 

  

  



                      

  

   さらに、前記同僚のうちの１名は、「私は、昭和 39 年５月頃Ａ社に入

社したが、入社したときは、厚生年金保険には加入していなかった。」と

述べている。 

  申立期間②について、申立人は、昭和 40 年２月末日までＡ社に勤務し

ていたと述べている。 

  しかしながら、複数の同僚に照会したが、回答のあった全員が申立人の

勤務期間を記憶していないことから、当該期間における勤務実態を確認す

ることができない。 

  また、Ａ社は、既に解散している上、当時の事業主の実子は、当時の資

料は保管していないと回答していることから、当該期間の保険料控除につ

いて確認することができない。 

  さらに、申立人は、当該期間の保険料控除について確認できる給与明細

書等を所持していない。 

  申立期間③について、申立人のオンライン記録では、昭和 42 年６月１

日にＢ社における厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、43 年１月 17 日

に再度、同社において被保険者資格を取得しており、当該期間が被保険者

期間となっていない。 

  一方、Ｂ社の人事記録を継承しているＥ社が保管する申立人に係る人事

記録並びに当時の事業主及び複数の同僚の証言から、申立人は、当該期間

において、Ｂ社から継続して、同社が設立したＣ社に勤務していたことは

推認できる。 

  しかしながら、申立人と同様にＢ社からＣ社に異動したとする３名のう

ち２名の被保険者記録は、申立人の被保険者記録と同様、当該期間が被保

険者となっていない。 

  また、上記の２名の同僚からは、当該期間における厚生年金保険料の控

除に係る具体的な供述を得ることができず、厚生年金保険料の控除が確認

できる給与明細書等も所持していない上、当時の事業主は、「厚生年金保

険料の控除が確認できる賃金台帳等の資料は保管していない。」と回答し

ている。 

  さらに、申立人及び上記の２名のＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者原票における資格喪失日は、昭和 42 年６月１日と記載されており、

オンライン記録における資格喪失日と一致している上、同年７月８日に健

康保険被保険者証を返却したことを示す「証返附済」の表示が確認できる。 

  申立期間④について、雇用保険被保険者記録、Ｅ社が保管する申立人に

係る人事記録、当時の事業主及び複数の同僚の証言から、申立人は、昭和

44 年７月１日から、Ｄ社に勤務していたことが認められる。 

  しかし、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 44 年８

月１日であり、当該期間は適用事業所となっていない期間である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

   また、Ｂ社からＤ社に異動し、申立人と同様に同社が厚生年金保険の適

用事業所となった昭和 44 年８月１日に資格取得している同僚が複数名確

認できるところ、いずれの同僚からも、当該期間における厚生年金保険料

の控除に係る具体的な証言を得ることができず、厚生年金保険料の控除が

確認できる給与明細書等を所持していない上、当時の事業主は、「厚生年

金保険料の控除が確認できる賃金台帳等の資料は保管していない。」と回

答している。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①から④までに係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8179 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年４月 10 日から 47 年９月 10 日まで 

  私は、昭和 43 年４月 10 日にＡ社に入社し、60 年９月 20 日まで勤務

していたが、オンライン記録では申立期間が被保険者期間となっていな

い。調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 43 年４月 10 日にＡ社に入社し、申立期間も継続して同

社に勤務していたと主張しているところ、申立人の姉及び同級生の証言か

ら、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことがうか

がえる。 

 しかし、社会保険を担当していた申立人の父親である当時の事業主は、

既に亡くなっている上、前事業主から事業を引き継いだ申立人は、申立期

間当時の書類は残っていないとしていることから、申立人の申立期間にお

ける勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

 また、当時の複数の同僚、申立人の姉及び同級生は、申立人の申立期間

における厚生年金保険の加入及び保険料控除については不明であるとして

いる。 

 さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人の

資格取得日は、昭和 47 年９月 10 日とされ、厚生年金保険被保険者手帳記

号番号払出簿によると、申立人の同社における手帳記号番号は、同年９月

19 日に払い出され、被保険者資格取得日は同年９月 10 日とされており、

当該被保険者名簿及び払出簿に記載された申立人の資格取得日はオンライ

ン記録における資格取得日と一致している。 

 このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除さ

  

  

  

  



                      

  

れていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

  これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 

  なお、申立人は、口頭意見陳述において、勤務していたのは事実であり、

当時の事業主であった父から、厚生年金保険に加入させたと聞いたのは確

かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めるべきであ

ると主張している。 

  しかし、年金記録確認第三者委員会は、厚生年金保険法による記録訂正

のあっせんについては、申立期間における被保険者資格の届出又は保険料

の納付の有無に係る事実認定に基づいて記録の訂正の要否を判断するもの

であり、これと離れて事業主が行った資格取得の届出手続漏れ自体の誤り

の有無を判断するものではない。 

  また、当委員会は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められる

かについても審議の対象としているところであるが、特例法に基づき、記

録訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が、被保険者から厚生年金保

険料を源泉控除しながら、社会保険庁（当時）に納付したことが明らかで

ない場合であるところ、上述のとおり、厚生年金保険料が控除されている

ことが確認できず、このほかに保険料控除を確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

 

 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8180 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 21 年３月 30 日から 22 年１月１日まで 

  私は、Ａ社に平成 15 年７月 25 日から 22 年５月 25 日まで継続して勤

務していたが、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていない。 

  調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録から、申立人が、申立期間においてもＡ社に継続して勤

務していたことが認められる。 

 しかし、申立人に係る「平成 22 年度市民税・県民税課税照会回答書」

によると、申立人の平成 21 年分の社会保険料は控除されていない。 

 また、Ａ社の代理人である弁護士が年金事務所に提出した回答書には、

「Ａ社は、資金繰りが悪化し、社会保険料等の支払が困難となったため、

平成 21 年３月 30 日までに申立人を含む５名につき、口頭にて承諾を得た

上で、社会保険の資格を喪失させた。」と記載されている。 

 さらに、上記５名のうち、回答があった２名も、「会社から、厚生年金

保険の被保険者資格を喪失させる旨の話があり、口頭で承諾した。」と回

答している上、資格喪失後の給与からの保険料控除については、１名は

「控除されていない。」、１名は「覚えていない。」と回答している。 

 加えて、上記の弁護士は、「当時の資料は無い。」と述べている上、当

時の事業主に照会したものの回答が得られず、申立人は、入社当初から給

与は手渡しで、給与明細書は無く、申立期間の保険料控除については不明

であるとしていることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控

除について確認することができない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

  

  

  

  

  



                      

  

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

 

神奈川厚生年金 事案 8181 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年４月から 56 年３月頃まで 

           ② 昭和 56 年６月から 59 年３月頃まで 

  申立期間①は、Ａ社にＢ職として勤務し、申立期間②は、Ｃ社にＤ職

として勤務していたにもかかわらず、申立期間①及び②が厚生年金保険

の被保険者期間となっていない。 

  調査の上、申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ｅ業を営むＡ社に勤務していたと述べ

ているところ、商業登記簿から、申立人の記憶する所在地に近接する地に、

同社と社名が類似するＥ業を営むＦ社が確認できることから、申立てに係

る事業所はＦ社であると考えられる。 

 しかしながら、オンライン記録では、Ｇ県内にはＦ社という名称の厚生

年金保険の適用事業所は無く、申立人の述べるＡ社という名称の厚生年金

保険の適用事業所も無い。 

 また、申立人がＡ社に一緒に入社したとする同僚は、既に死亡している

ことから、申立期間の保険料控除について照会することができない上、当

該同僚には、当該期間において厚生年金保険の被保険者記録は無いことが

オンライン記録から確認できる。 

 さらに、Ｆ社は、既に解散しており、当時の事業主及び役員の所在も不

明であることから、当該期間に係る勤務実態及び保険料控除について確認

することができない。 

 申立期間②について、複数の同僚の証言から、期間は特定できないもの

 

  

  

  

  



                      

  

の、申立人は、Ｃ社に勤務していたことはうかがえる。 

  しかしながら、事業主は、申立人の在籍、厚生年金保険の届出及び保険

料控除について、「当時の資料は保管していないことから不明。」と回答

している。 

  また、申立人が同年代の同僚として記憶している２名の同僚は、いずれ

もＣ社における厚生年金保険の被保険者記録が無い上、ほかの複数の同僚

は、「２か月か３か月の見習期間があり、正社員になるときに厚生年金保

険への加入希望を聞かれた。」と述べており、そのうちの１名は、「当時

は、厚生年金保険に加入すると、手取額が減るため、厚生年金保険には加

入しないＤ職が多かった。」と述べている。 

  さらに、Ｃ社は、昭和 44 年７月からＨ厚生年金基金に加入していると

ころ、同基金は、申立人の加入員記録は無いと回答している。 

  このほか、申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所

持しておらず、当該期間に係る厚生年金保険料が控除されていたことをう

かがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8182 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年１月１日から９年４月 21 日まで 

 Ａ社に勤務していた時の標準報酬月額が、当時受け取っていた給与の

額に比べ、著しく低額である。私は、平成５年３月に月 60 万円の固定

給（年俸制）で入社し、６年２月から７年１月までは、固定給 45 万円

と歩合給の合計額、同年２月から同社が倒産するまでは、固定給 25 万

円と歩合給の合計額を受け取っていた。 

 調査の上、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額が、当時受け取っていた報酬月額と

比較して、著しく低く記録されていると主張している。 

 しかしながら、申立期間のうち、平成６年１月１日から７年１月１日ま

での期間について、申立人の所持する「平成６年分報酬、料金、契約金及

び賞金の支払調書」における社会保険料控除額は、事業主が社会保険事務

所（当時）に届け出た標準報酬月額を基に算定される健康保険料額及び厚

生年金保険料額に雇用保険料額を加えた金額とおおむね一致している。 

 また、平成７年１月１日から９年４月 21 日までの期間については、申

立人は、給与額や厚生年金保険料控除額について確認することができる給

与明細書等の資料を所持していない。 

 さらに、申立人と同じ職種であったとされる複数の同僚の申立期間に係

る標準報酬月額は、申立人と同額又はおおむね同額であることが確認でき

る。 

 加えて、事業主は、申立てどおりの届出及び保険料控除について不明と

  

  

  

  



                      

  

回答している上、オンライン記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額について、遡った訂正等の不自然な処理が行われた形跡は無い。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8183 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年６月頃から 37 年８月１日まで 

  私は、申立期間において、Ａ社でＢ職として勤務していたのに、厚生

年金保険の被保険者記録が無いのは納得できないので、調査の上、申立

期間を被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言から、期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤

務していたことは推認できる。 

 しかしながら、申立期間当時のＡ社の代表取締役は、既に死亡しており、

申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

 また、同僚の中には、申立期間当時Ａ社には試用期間ないしは見習期間

があったとしている者がいる上、申立人が名前を挙げている６名の同僚の

うち３名は、同社に係る事業所別被保険者名簿において氏名を確認するこ

とができない。 

 さらに、上記被保険者名簿に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号

に欠番は無い。 

 このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給料明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関

連資料及び周辺事情も見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  

  

  

  



                      

 

神奈川厚生年金 事案 8184 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年 12 月頃から 46 年９月頃まで 

           ② 昭和 46 年 10 月頃から 48 年５月頃まで 

  私は、申立期間①においてはＡ市内のＢ社に勤務し、申立期間②にお

いては同社が社名変更したＣ社に勤務していた。両社で上司だった工場

長は同じ人で名前も記憶している。申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人はＢ社に勤務していたと主張している。 

 しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ社は厚生年金保険の適用事

業所となっていない上、同社の所在地を管轄する法務局において、商業登

記の記録は確認できない。 

 また、申立人のＢ社に係る雇用保険の加入記録は確認できない上、申立

人が記憶する上司は、オンライン記録によると、申立期間①において厚生

年金保険の被保険者となっておらず、当該上司の所在は不明であるため、

申立人の当該期間における勤務実態について確認することができない。 

 申立期間②について、申立人が記憶する上記の上司は、Ｃ社において厚

生年金保険の被保険者としての記録が存在することから、期間は特定でき

ないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

 しかしながら、オンライン記録によると、Ｃ社は昭和 48 年３月１日に

厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間②のうち、同日より前

の期間において厚生年金保険の適用事業所となっていないことが確認でき

る。 

 また、申立人のＣ社に係る雇用保険の加入記録は確認できない上、申立

 

  

  

  

  

  



                      

  

人が記憶する上記の上司は、オンライン記録によると、同社が厚生年金保

険の適用事業所となった昭和 48 年３月１日に、同社において厚生年金保

険の被保険者資格を取得しており、申立期間②のうち、同日より前の期間

においては厚生年金保険の被保険者となっておらず、当該上司の所在は不

明であるため、申立人の当該期間における勤務実態について確認すること

ができない。 

  さらに、申立期間②のうち、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となった

昭和 48 年３月１日以降の期間に同社で厚生年金保険の被保険者記録のあ

る複数の同僚に照会したが、申立人の勤務実態に係る供述を得ることがで

きない。 

  加えて、Ｃ社は既に解散しており、事業主の所在も不明であるため、申

立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

  このほか、申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所

持しておらず、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 

 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8185 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年 11 月頃から 46 年 12 月頃まで 

  私は、父親の紹介でＡ社（現在は、Ｂ社）に昭和 43 年 11 月頃に入社

し、46 年 12 月頃まで勤務していた。年金記録を見ると、同社に勤務し

ていた期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていない。 

  申立期間にＡ社に勤務していたことは間違いないので、調査の上、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の記憶しているＡ社の業務内容及び事業主の姓が同社の商業登記

の記録と一致すること、並びに同僚の証言から、期間は特定できないもの

の申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

 しかし、申立期間当時の事業主は、「社会保険の加入については、入社

数箇月後に加入させたり、退職するまで加入させなかったりしていた。」

と述べている上、Ａ社の元従業員は、「社長が従業員ごとに社会保険に加

入させるか否かを決めていたようだ。」と供述していることから、同社で

は、厚生年金保険の取扱いについて、従業員ごとに異なる取扱いをしてい

たことがうかがえる。 

 また、申立期間当時の事業主は、「社会保険に加入させていない従業員

からは厚生年金保険の保険料控除は行っていなかった。」と述べている。 

 さらに、Ｂ社は、申立人に関する資料は無いとしており、複数の同僚に

照会したものの、申立人の保険料控除についての証言は得られなかった。 

 加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿には、

申立期間において申立人の氏名は見当らず、健康保険の整理番号に欠番は

無い。 

  

  

  

  



                      

  

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。

 

 


